
 

令和５年度エシカル消費普及啓発に係るチラシ・ポスター制作業務 

企画提案コンペに関する質問への回答 

 

 

【質問１】 

ラフ案の提出について 

①ポスターは B1、B2それぞれ原寸大での提出が必要ですか？その場合、複数の紙を貼 

り合わせての提出は可能でしょうか？ 

 

②ラフ案を貼り付けるボードの仕様に指定はあるでしょうか？折れなければ良いとい 

う解釈で良いでしょうか？ 

 

③コート系とありますが、「高白色用紙」でも構わないでしょうか？（簡易色校正に 

も用いている用紙です） 

【回答１】 

①ラフ案の提出については、B1、B2それぞれ原寸大での提出をお願いいたしま

す。 

 複数の紙を貼り合わせての提出について、作成案のイメージができるものであ

れば、特に指定はありませんが、選定委員会での審査(イーゼルに立てかけての

審査を想定)に支障が出ない形式での提出をお願いいたします。 

 

②ボードに指定はありませんが、選定委員会での審査に支障が出ない形式での

提出をお願いいたします。 

 

③見え方等について、完成品(実際に納品いただくもの)と著しい差異が出るな

ど、選定委員会での審査に影響を及ぼすものでなければ、「高白色用紙」を使用

いただいて構いません。 

 完成品(実際に納品いただくもの)については仕様書に記載の規格としてくださ

い。 

【質問２】 

過去のチラシ・ポスターについて 

①令和 4年度や 3年度などにもし同事業を実施されておりましたら、過去のデザ

イン PDFを頂戴するかを拝見することは可能でしょうか？ 

【回答２】 

①本事業は今年度からの実施ですので、過去のデザインはございません。 



【質問３】 

チラシ・ポスターの掲載内容について 

①仕様書「8業務の内容について」で記載していただいている例は全て反映しな

くとも良いでしょうか？ 

また、事例に触れるのはチラシのみで良いのでしょうか？ 

 

②デザインにかかわらず、必ず掲載したいキャッチコピーや文言、ロゴなどはご

ざいますか？チラシとポスターで違う場合はそれぞれ教えてください。 

【回答３】 

①すべてを反映する必要はありません。 

 デザインに合わせて、適宜、取り入れていただければ結構です。 

 また、事例に触れていただくのは、チラシのみで結構ですが、ポスターで触

れていただくことを妨げるものではありません。 

 

②「エシカル消費」とチラシ、ポスターの下部に「三重県消費生活センター」

の文言を掲載いただくようお願いいたします。 

そのほか、掲載したいキャッチコピーや文言、ロゴなどの希望はありません

が、選定委員会での審査の結果、文言の追加、修正についてご相談させていた

だく場合があります。 

【質問４】 

配布・掲示場所について 
①チラシ及びポスターはそれぞれどのような場所で配布、掲示されますか？ 

【回答４】 

①啓発イベントや県内のショッピングセンター等での配付、掲示を想定してい

ます。 

 


